
１０／２９(土)の発表

報道発表資料の配付日時１０月１８日（火）14時00分

発 表 項 目 「歯科保健事業功労者厚生労働大臣表彰」について

（ 行 事 名 ）

記者レクチャー (実施日時) 発 表 者

の お 知 ら せ 発表場所

１ 趣 旨

多年にわたり歯科保健事業に携わり、地域における公衆衛生の向上のた

めに著しい功績のあった者として、次の方が歯科保健事業功労者厚生労働

大臣表彰を受賞されることが決定されましたので、お知らせします。

２ 受賞者等

（１）表彰区分 厚生労働大臣表彰（歯科保健事業功労者）

（２）氏 名 多田 和央（ただ かずお）氏

（３）主な功績 公衆衛生の普及、むし歯予防等に積極的に取り組み、北

海道内で最初に管内小学校でのフッ化物洗口を推進し、さ

らに保育所、幼稚園でのフッ化物洗口に尽力され、現在に

おいては管内の全施設で実施されるといった、多大なる貢

献をされました。また、40歳以上の歯周病予防の啓発、在

宅訪問歯科診療においても積極的に取り組んでいます。

同人は、一般社団法人室蘭歯科医師会理事、同副会長、

同会長を長年に亘り歴任され、その活動の中で、道内歯科

医師会では初めて市町村と連携し、室蘭歯科医師会独自の

「口腔がん検診」事業を立ち上げ、２０歳以上の西胆振管

内の住民を対象に、現在も継続して口腔がん検診を実施し

地域住民の口腔の健康づくりに努めています。

３ 表彰式

（１）式 典 第４３回全国歯科保健大会席上

（２）期 日 令和４年１０月２９日（土）午後０時３０分より

（３）会 場 高崎芸術劇場（所在地：群馬県高崎市栄町9-1）

参 考 添付資料：令和４年度 歯科保健事業功労者厚生労働大臣表彰 実施要綱

報 道 ( 取 材 ) 取材をされる場合につきましては、下記の連絡先までご連絡くださいます

に当たってのお願い ようお願いいたします。

他 の ク ラ ブ 同 時 配 付 (場所)

と の 関 係 同 時 レ ク

担 当 北海道胆振総合振興局保健環境部保健行政室（北海道室蘭保健所）

（ 連 絡 先 ） 企画総務課長 黒坂 電話:0143－24－9526（直通）



別添 

 

令和４年度 歯科保健事業功労者厚生労働大臣表彰 実施要綱 

 

１  趣  旨 

  多年にわたり歯科保健事業に携わり、地域における公衆衛生の向上のために著

しい功績のあった個人及び市区町村、民間組織等の団体（以下「団体」という。）

を表彰することにより、その事業に携わる者の模範とし、歯科保健事業の進展に

資することを目的として行うものである。 
 

 

２  表彰の対象となる者の範囲（選考基準） 

  表彰の対象となる者は、次に該当するものとする。      

(1) 地域住民の歯科保健意識の高揚、地域組織の育成強化等歯科保健事業※の普

及向上に資する諸業務について業績を上げ、その功績が特に顕著である個人

又は団体であること。 

  ※歯科保健事業とは以下の事業を指す。 

   ア 歯科口腔保健の推進に関する法律に則した事業 

 ア-１ 乳幼児歯科保健事業 

ア-２ 成人歯科保健事業 

ア-３ 高齢者歯科保健事業 

ア-４ 障害者等に対する歯科保健医療 

ア-５ 要介護高齢者に対する歯科保健医療 

ア-６ その他、歯科口腔保健の推進に関する法律に則した事業 

イ 休日夜間等歯科診療 

     ウ へき地歯科保健医療 

     エ その他、歯科保健医療の普及向上等に顕著であるもの 



(2) 個人にあっては令和４年４月１日現在において年齢 50歳以上（原則として

70歳未満）の者であって、歯科保健事業に 20年以上従事し、なおかつ現在、

事業に携わっている者であること。 

(3) 団体にあっては歯科保健事業を 10年以上実施し、かつ現在も事業を行って

いる団体であること。 

(4) 原則として、歯科保健事業に関し、都道府県知事表彰、公益社団法人日本歯

科医師会長表彰又は公益社団法人日本歯科衛生士会長の表彰を受けたことの

ある個人又は団体であること。 

(5) 過去において、春秋叙勲若しくは褒章条例に基づく褒章を受けたことのある

者又は歯科保健事業に関する功績により厚生労働大臣の表彰を受けたことの

ある個人又は団体を除くこと。 
 

 

３  被表彰者は、都道府県知事の推薦により選考委員会の選考を経て決定する。 
 

 

４  被表彰者の推薦 

(1) 推薦者数は東京都及び指定都市を有する道府県については、個人２名以内及

び団体２団体以内、その他の県については、個人１名以内及び団体１団体以

内とする。  

(2) 都道府県において政令市及び特別区にもそれぞれ周知し、取りまとめの上行

う。 

(3) 推薦に当たっては、別紙大臣表彰推薦調書１部を令和４年７月８日（金）ま

でに厚生労働省医政局長あて提出する。 

 


